
野田市関宿総合公園及び（仮称）関宿スポーツフィールド指定管理者 
の指定について 

 

１ 指定概要 

公の施設の名称 
野田市関宿総合公園 

（仮称）関宿スポーツフィールド 

指 定 管 理 者 

所 在 地 埼玉県さいたま市大宮区浅間町二丁目２４４番地１ 

名   称 

毎日・首都圏・シンコースポーツ共同事業体 

共同事業体の代表者 

毎日興業株式会社 

 代表取締役 田部井 良 

指 定 の 期 間 令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

２ 選定理由 

野田市関宿総合公園及び（仮称）関宿スポーツフィールドについては、既存の野田市営関宿

少年野球場を含む周辺一帯を（仮称）関宿スポーツフィールドとして整備を進め、野田市営関

宿少年野球場と同様に、野田市関宿総合公園と一体的に運営することが利用者の利便性の向上

及び管理運営の効率化に繋がり、最も適切であると判断し、野田市関宿総合公園及び野田市営

関宿少年野球場の指定期間の残期間である令和８年４月１日から令和９年３月３１日までの

１年間を指定期間とし、野田市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例第２条第１

項第２号の規定に基づき、「毎日・首都圏・シンコースポーツ共同事業体」を随意指定するこ

ととし、利用者本位のサービスを提供するための改善を図るため、公募同様の手続を踏まえる

のではなく、市と指定管理者が仕様内容について事前に十分な協議を行い、仕様書を作り上げ

る形とした。 

野田市関宿総合公園及び（仮称）関宿スポーツフィールド指定管理者候補者選定委員会にお

いて、仕様書及び事業計画書等を委員５名で確認し、総合的に審査を行った結果、当施設の管

理を行わせるに適当と判断し、「毎日・首都圏・シンコースポーツ共同事業体」を指定管理者

候補者として選定し、令和８年第２回野田市議会定例会の議決を経て、指定管理者として指定

した。 

 

３ 選定経過 

候補者選定委員会 

質疑及び審査、審議及び候補者の選定 
令和８年２月 ５日 

候補者選定通知 令和８年２月１８日 

野田市議会議決 令和８年３月２４日 

指定通知 令和８年３月３１日 

 


